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Ⅱ 漁業許可
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（１）許可漁業の種類 

許可漁業とは、漁業法第 57条第 1項又は大阪府漁業調整規則（以下「調整
規則」という。）第 4条第 1項に定められている漁業のことを指します。これ
らの漁業を営もうとする場合は、下表の 1～13に示す漁業については使用する
船舶ごとに、その他の漁業については当該漁業ごとに大阪府知事の許可を受け

なければなりません。 
この内、水産資源に対する影響が大きい、又は漁業調整上の理由がある漁業

については、許可隻数に上限が定められているものがあります（下表参照）。 
また、漁業の調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認めるときは、

大阪府知事がその許可に対して制限又は条件を付する場合や許可をしない場合

があります（調整規則第 11条、第 13条） 

 漁  業 
船舶ごとに許可を

要する漁業 

（対船漁業：○） 

定数漁業 
（ ）内はその根拠 

1 中型まき網漁業 ○ ○ 
2 瀬戸内海機船船びき網漁業 ○ ○ 
3 小型機船底びき網漁業 ○ ○ 
4 囲刺網漁業 ○ △（漁業調整上） 
5 流網漁業（さわら） ○ △（資源管理上） 
6 流網漁業（まながつお） ○ △（資源管理上） 
7 流網漁業（つばす・すずき） ○  

8 刺網漁業 ○  

9 袋つき建網 ○ △（資源管理上） 

10 たこつぼ漁業 ○  
11 ひきなわ漁業 ○  
12 かご漁業（いかかご） ○  
13 かご漁業（あなごかご） ○  
14 地びき網漁業 （対人漁業）  
15 小型定置漁業 （対人漁業）  
16 潜水器漁業 （対人漁業）  
17 うなぎ稚魚漁業 （対人漁業）  

漁業許可 
－ 漁業許可に関する手続き 等 － ８ 

漁業法第 57条に 
基づく知事許可

漁業 
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（２）漁業許可の公示 

令和２年 11月 27日付けの調整規則の改正を受け、それ以降の新規許可（以
下の公示不要の場合を除く）については公示が必要となりました。 
※公示とは、行政機関等が一定の事項を広く周知させる行為のことです。 
府は、当該漁業の許認可方針に基づき、漁業調整、資源管理、その他海面の

適正利用等が図られると考えられる場合にのみ公示を行います。 

公示が必要となる場合 

① 対人漁業：新規・継続 

② 対船漁業：新規（以下「公示不要の場合」を除く） 

 

公示不要の場合（対船漁業の場合のみ） 

① 許可の有効期間満了日の到来のため、同一の船舶について許可を申
請したとき。 

② 許可の有効期間中に、その許可を受けた船舶を使用することを廃止

し、他の船舶について許可または起業の認可を申請したとき。 

③ 許可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したため、滅失又は沈没の日

から６ヶ月以内（その許可の有効期間中に限る）に他の船舶につい

て許可または起業の認可を申請したとき。 

④ 許可の有効期間中に、許可を受けた船舶を譲り受け、借り受け、そ

の返還を受け、その他相続又は法人の合併もしくは分割以外の事由

により当該船舶を使用する権利を取得して許可または起業の認可

を申請したとき。 

⑤ 起業の認可を受けた者が認可を受けた内容で許可を申請したとき。 
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公示期間は、２か月（刺網及び袋つき建網は１か月）です。公示に先立ち、

大阪海区漁業調整委員会の意見を聴く（諮問する）必要がありますので、委員

会開催日の２週間前※までに要望を府に申し出てください。 
 ※２週間前を過ぎて要望された場合は、次回委員会での諮問となります。 

 （ex：海区委員会開催日が 1/30の場合、1/16までに要望してください。） 

   
 

 

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

公示（２か月間） （例） 
海区
◎ 

許可 
◎ 

審査 

※海区委員会開催日の 
２週間前までに要望を 
申し出てください。 

海区委員会開催日については、以下URL参照。 
https://www.pref.osaka.lg.jp/kaiku/kaiku/kaikkukaigi.html 

https://www.pref.osaka.lg.jp/kaiku/kaiku/kaikkukaigi.html
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（３）漁業許可関係の申請手続 
漁業の許可を受けようとする者は、知事の公示があった際に、漁業許可申請

書（様式 31）を知事に提出しなければなりません。なお、申請に際しては、表
２（p.42）に掲げる申請区分別に必要な書類を添付するとともに、チェックリ
ストにてチェック項目を確認の上、申請書類と併せて提出してください。 
１）漁業許可申請 

ア．漁業許可申請書（様式 1） 

① 新規 

 

・当該漁業を新しく営もうとするとき。（調整規則第８条第１項） 

・許可を受けた船舶を他の船舶に変更するとき。（調整規則第 14
条第２項 船舶の変更） 

・許可を受けた船舶の滅失・沈没により６ヶ月以内に他の船舶

に変更するとき（調整規則第 14条第３項 沈没等による代船） 

・許可を受けた船舶を他者（家族含む）より譲り受け、新しく

営もうとするとき（調整規則第 14条第４項 許可の承継） 

（※共同経営者の追加・変更は許可の承継となります。） 

② 継続 ・一斉更新時に引き続き当該漁業を営もうとするとき。 

※継続時に使用船舶の変更を行う場合は、新規許可申請（使用船舶変更）、継続許

可申請の両方の手続きが必要です（手数料は２回分の納付が必要）。 

※死亡相続の場合は、相続人が２ヶ月以内に知事に漁業許可地位承継届（様式

21）を提出してください。（調整規則第 17条第２項） 

※申請者が申請後に亡くなった場合、その申請者の地位の相続人は、承継の日か

ら２ヶ月以内に漁業許可の地位承継届（様式 54）を提出してください。 

 

２）その他の申請 

 ① 漁業許可の変更の許可申請（調整規則第 16条） 

制限措置と異なる内容で漁業を営もうとするときは、漁業許可の変更の許

可申請書（様式 36）を提出して、知事の許可を受けなければなりません。 
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②  漁業許可証書換え交付申請（調整規則第 27条） 

 許可証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに漁業許可証書換え交付

申請書（様式 33）を提出してください。 

 

 漁業許可証書換え交付申請 

１．住所変更 

２．使用船舶（追加・減少・変更） 
※
下表１～13までの漁業については追加・変更の場合は新規許可申請 

３．船体改造による使用船舶の総トン数の変更 

４．機関換装による馬力数の変更 

５．共同経営者の減少・代表者変更 
  ※共同経営者の追加・変更の場合は新規許可申請 

 

※１ 船舶ごとに許可を要する漁業において、使用船舶を変更する場合は、書換えでは

なく新規扱いとなります。 
※２ 共同経営者の追加や変更を行う場合は、書換えではなく新規扱いとなります。 

 

 漁  業 

住所 

船舶の総トン数 

馬力数 

使用船舶 
共同経営者 

（減少） 

1 中型まき網漁業    
2 瀬戸内海機船船びき網漁業    
3 小型機船底びき網漁業    
4 囲刺網漁業    
5 流網漁業（さわら）    
6 流網漁業（まながつお）    
7 流網漁業（つばす・すずき） 書換 新規 書換 
8 刺網漁業  （※１） （※２） 
9 袋つき建網    
10 たこつぼ漁業    
11 ひきなわ漁業    
12 かご漁業（いかかご）    
13 かご漁業（あなごかご）    

14 地びき網漁業    
15 小型定置漁業 書換 書換 書換 
16 潜水器漁業   （※２） 
17 うなぎ稚魚漁業    
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③ 漁業許可証再交付申請（調整規則第 28条） 

許可証を亡失した、又は毀損したときは、速やかに漁業許可証再交付申請

書（様式 34）を提出してください。 

 
④ 起業認可申請（調整規則第６条） 
許可を受けた漁船を廃船した場合等、現に船舶又は主な漁具を使用する権

利を有しない者は、新たに船舶や漁具を取得する前に、あらかじめ起業の認

可を受けることができます（様式 32）。 

 
⑤ 漁業許可証返納届（調整規則第 30条） 

当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに漁業許

可証返納届（様式 42）にその許可証を添付して知事に返納してください。 
許可証の継続許可申請や書換申請をする場合は許可証の写しを添付し、新

許可証を受領後、旧許可証を返納してください。 
紛失等により許可証を返納することができないときは、漁業許可証紛失届

（様式 37）にその理由を記入して提出してください。 
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３）許可の申請期間（継続） 

   対船許可の継続については、申請期間が漁業の許認可方針により定められて

いますので、以下の期間内に申請してください。ただし、起業認可を受けた者

が申請したとき、漁船を変更した場合に申請したとき、許可を受けた船舶を譲

り受け申請したときは除きます。 

 漁  業 継続許可の申請期間 

1 中型まき網漁業 3月 1日から 4月 30日まで 
2 瀬戸内海機船船びき網漁業 9月 1日から 10月 31日まで 
3 小型機船底びき網漁業 2月 1日から 3月 31日まで 
4 囲刺網漁業 2月 1日から 3月 31日まで 
5 流網漁業（さわら） 2月 1日から 3月 31日まで 
6 流網漁業（まながつお） 3月 1日から 4月 30日まで 

7 流網漁業（つばす・すずき） 2月 1日から 3月 31日まで 
8 刺網漁業 3月 1日から 4月 30日まで 
9 袋つき建網 3月 1日から 4月 30日まで 
10 たこつぼ漁業 1月 1日から 2月 28日まで 
11 ひきなわ漁業 11月 16日から 1月 15日まで 
12 かご漁業（いかかご） 11月 1日から 12月 31日まで 
13 かご漁業（あなごかご） 2月 1日から 3月 31日まで 
 
対人許可の継続はありません。有効期間の更新については、新規扱いとなり

ますので、公示により許可を行います。（公示時期については、水産課から連絡

します。） 
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（１）手数料が必要な手続き 

 下表の申請については、手数料が必要です。 
（令和 4年 4月 1日現在） 

手数料の名称 トン数区分等 金額（円） 

漁
船 

漁船登録申請 

無動力漁船 ４,６００ 

２０トン未満 の動力漁船 ６,９００ 

２０～１００トン未満の動力漁船 ７,４００ 

１００トン以上の動力漁船 ７,９００ 

漁船変更登録申請 

無動力漁船 ２,３００ 

２０トン未満 の動力漁船 ３,４００ 

２０～１００トン未満の動力漁船 ３,７００ 

１００トン以上の動力漁船 ４,０００ 

漁船登録票再交付 － ２,４００ 

漁船登録謄本交付 － ４４０ 

漁船検認 － ３,６００ 

小型漁船の総トン
数の測度 

５～２０ 
トン 

全部又は上甲板下全部 ３７,０００ 

それ以外の測度 ２６,０００ 

３～５ 
トン未満 

全部又は上甲板下全部 １９,０００ 

それ以外の測度 １４,０００ 

３トン未満の小型漁船 １４,０００ 

漁
業 
許
可 

漁業許可申請 － ２,９００ 

内容変更許可申請 － ２,４００ 

特採 特別採捕許可 しらすうなぎ（令和５年漁期まで） ２,０００ 

大阪府環境農林水産行政事務手数料条例（平成 12年 3月 31日，大阪府条例第 20号） 

手数料 ９ 
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（２）手数料の支払い方法 

 手数料の支払方法は、以下の通りです。 

 
１）窓口に申請書を持参 

 窓口で申請書類等の確認を受けた後に、咲洲庁舎（１階の手数料納付窓口）で、

現金やクレジットカード等で納付していただきます。 
申請書は、バーコード付きのものにご記入ください。バーコード付申請書は窓口

でお受け取りいただくか、または水産課ホームページからもダウンロードできます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
２）郵送による申請 

①納付書による納付 

あらかじめ申請書類の写しを水産課あて FAXいただき、水産課で確認を行った後
に、こちらから納付書を送付しますので、最寄の金融機関（ゆうちょ銀行除く）で

納付していただきます。納付後、金融機関で受け取った大阪府手数料納付済証と申

請書類を水産課までお送り下さい。 

 
②コンビニ納付 

大阪府への手数料を、下記申請案内の各コンビニ納付リンク先（大阪府コンビニ

収納システム）から、所用の手続きをしてコンビニ店舗で納付いただきます。（コン

ビニ収納取扱手数料が別途かかります。 

 
 
 
 

水産課窓口受付時間：平日９時 30分から 16時 30分まで 
※担当者が出張等で不在の場合がありますので、来課される場合は、

必ず前日までに電話連絡をお願いします。 
水産課指導・調整グループ Tel. 06-6210-9613 

ダウンロードページ 
漁  船：https://www.pref.osaka.lg.jp/annai/menkyo/detail.php?recid=292 
漁業許可：https://www.pref.osaka.lg.jp/annai/menkyo/detail.php?recid=291 

申請案内 
漁  船：https://www.pref.osaka.lg.jp/annai/menkyo/detail.php?recid=292 
漁業許可：https://www.pref.osaka.lg.jp/annai/menkyo/detail.php?recid=291 

https://www.pref.osaka.lg.jp/annai/menkyo/detail.php?recid=292
https://www.pref.osaka.lg.jp/annai/menkyo/detail.php?recid=291
https://www.pref.osaka.lg.jp/annai/menkyo/detail.php?recid=292
https://www.pref.osaka.lg.jp/annai/menkyo/detail.php?recid=291
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ローソン、ファミリーマート（サークルＫサンクス）、セブンイレブン、ミニスト

ップ、セイコーマート、デイリーヤマザキの店舗で納付していただけます。 
ローソン、ファミリーマート（サークルＫサンクス）、ミニストップの店舗では、

手数料を納付した後、チケット（大阪府手数料納付済証）が発行されますので、申

請書を郵送する際に同封してください（その他のコンビニで納付された場合は、レ

シート又はその写しを同封）。 

 
３）電子申請（クレジットカード） 

※現在、漁船登録簿謄本交付及び遊漁船業関係のみ対応しています。 
クレジットカードにより、手数料を納付していただきます。申請に必要な書類等

は、郵送により別送していただきます。 
電子申請 https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/eas/index?page=26 

 
 
 
 
 
 
 
 

注意！ 

平成 30年 10月１日に大阪府証紙が廃止されました。 

ご使用予定のない「大阪府証紙」については、還付申請により証紙購入代金を返還して

います。（還付申請は令和６年（2024年）３月 29日まで受付） 

※詳細は、 大阪府証紙 廃止 

https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/eas/index?page=26
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《漁船登録》 

 
 
回答１ 

漁船転用許可申請になりますので、p.3-4をご参照ください。総トン数５トン以

上の小型船舶は、船舶の長さ・幅・深さ及び総トン数が全部事項証明書に表記さ

れている場合、測度は不要です。総トン数５トン未満の船舶については、全部事

項証明書の総トン数の表記が「５トン未満」の場合、測度が必要です。 

 
 
 
 
回答２ 

新しいエンジンを旧漁船法馬力数に換算し、旧漁船法馬力数の合計で表記します。 

この場合は、推進機関変更届を提出してください。 

 
 
 
回答３ 

法務局の法人登記簿謄本の写しを添付し、役員全員の住民票を添付してください。 

 
 
 
回答４ 

漁船登録票と返納届、漁業許可証と返納届の提出となります。 

 

 

こんな場合はどうすれば・・・ 
－  よくある質問  － 10 

【 質問１ 】 

小型船舶を漁船として登録したい。 

【 質問２ 】 

30馬力の船外機を２基搭載しており、漁船登録票の馬力数は「60馬力（合計）」と
表記されている漁船がある。このうち１基のみを 30kWの新品のエンジンに交換し
た場合、合計馬力数の表記はどうなるのか。 

【 質問３ 】 

所有者が法人の場合、住民票はどうすればよいですか。 

【 質問４ 】 

漁業を廃業したいとき、どうすればよいですか？ 
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回答５ 

○ 未成年者が１５歳（印鑑登録ができる年齢）以上の場合 

 印鑑登録をし、相続に関する同意書に実印を押印してください。 

○ 未成年者が１４歳以下の場合 

親権者と特別代理人との間での協議書（相続させない事を決めたもの）を添付

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

回答６ 

譲渡書の他に、未成年者の譲渡（譲受）に関する同意書（様式 8(3)）を添付して

ください。 

 

 

 

 

回答７ 

住民票の前住所に、漁船登録の前住所が掲載されていれば住民票の添付だけで変

更登録可能ですが、そうでない場合は住民票とは別に戸籍の附票が必要となりま

す。（戸籍を変えていなければ、移り変わった住所の履歴が載っています） 

 

 

 

未成年者の場合、単独で契約行為ができません。 

法定代理人が未成年者に変わって、法律行為を代理することとなります。 

通常は親が法定代理人となりますが、利害対立する相続などの場合は親権者がなることはできません。 

このような場合は、家庭裁判所に申し出て特別代理人を選任して、親権者と遺産協議することとなります。 

【 質問５ 】 

漁船所有者が死亡し相続対象者の中で未成年者がいる場合、相続放棄の書類はどう

すればよいですか？ 

【 質問６ 】 

未成年者の漁業者が、漁船を譲渡又は譲受する場合は譲渡書だけでよいのですか？ 

【 質問７ 】 

引越した際、漁船登録の変更登録申請を忘れていた場合、どうしたらよいのです

か？ 
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回答８ 

日本小型船舶検査機構よりその船舶の全部事項証明書を取り寄せます。（最終

の持ち主が亡くなられた人かどうかを確認します。） 

また、亡くなられた人の全部事項証明書、改製原戸籍を取り、相続対象者を確

認します。誰かを相続人とし、相続人以外の実印を押印した『相続に関する同

意書』を作成します。（相続人以外の印鑑登録証明書が必要） 

あわせて、相続人からの『船舶の譲渡書』も作成してください。（相続人の印

鑑登録証明書が必要） 

これらの書類を漁船登録申請書に添付し、提出してください。 

なお、小型船舶の登録が抹消されていない場合は、抹消の手続きが必要となり

ますので、登録後、漁船登録票の原本を日本小型船舶検査機構へ提出してくだ

さい。 

 

 

 

回答９ 

差押えられ、漁業を廃業する場合は、返納届と漁船登録票を提出してください。

差押えられた後も、漁業を操業する場合は特に何も手続きする必要はありません

が、公売後、落札者が決定し代金を納付した時点で所有権は落札者に移転します。

落札者が手続きすることにより、漁船登録を抹消します。 

 

 

 

 

回答 10 

購入先の海域を所管する日本小型船舶検査機構にお問合せください（臨時航行許

可を受けるよう案内される可能性があります。） 

【 質問８ 】 

漁船でない船舶の所有者が亡くなり、その船舶を譲り受け漁船登録したいがどうす

ればよいですか？ 

【 質問９ 】 

登録漁船が行政機関に差押えられた場合、どうしたらよいのでしょうか？ 

【 質問 10 】 

他県の漁船を購入した場合、自分で操船して大阪に持ってきてよいですか？ 
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《漁業許可》 

 
 
回答１ 

漁業許可の譲渡はできません。（調整規則第 26条）ただし、対船許可について、

当該許可を受けた船舶を他者（家族含む）より譲り受け、新しく営もうとすると

きは新規申請（許可の承継）を行ってください。 

 
 
 
回答２ 

 許可枠だけの譲渡はできません。（回答１参照） 

 

 

 

 

回答３ 

 起業認可申請を行ってください。認可の期間は最長３年間です。それを超える

延長はできません。 

 

 

 

 

回答４ 

 共同経営者の減少の場合は漁業許可の書換えとなります。ただし、共同経営者

以外の人が、その漁船を譲り受け、新たに共同経営者として追加される場合は、

新規で申請が必要となります。 

 

 

 

 

【 質問１ 】 

 漁業許可を他人に譲渡したい。 

【 質問２ 】 

 底びき網漁船を廃船にして、許可枠だけを他人に譲渡したい。 

【 質問３ 】 

 所有する漁船を老朽化により廃船したのち、船を探して漁業を続けたいがどうす

ればよいか。 

【 質問４ 】 

 許可漁業の共同経営者のうち、代表者が死亡し、他の共同経営者が代表者となる

場合の手続きは？ 
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回答５ 

 可能です。その場合、船の数（３隻まで）だけ許可証を交付します。ただし、

許可条件に「同時操業の禁止」があるため、同じ名義の許可証で複数の船が同時

に出漁することはできません。 

 また許可の一斉更新時には、許可を受けた船舶１隻ごとに申請手数料が必要と

なります。 

 

 

 

回答６ 

 Ａ氏とＢ氏が共同でその漁業を営む場合は、Ａ氏とＢ氏の共同経営とし、代表

者選定届（様式 38）を添付し、代表者を申請者として申請してください。 

Ａ氏とＢ氏が親方と乗子の関係にある場合は、Ｂ氏を乗り子として乗組員調書

（様式 52）に記載の上、Ａ氏を申請者として申請してください。 

Ａ氏とＢ氏が同じ漁船を用いて別個に営む場合は、漁船登録票の使用者欄にＡ

Ｂ両氏の氏名が記載されていることを確認の上、それぞれが申請者となり申請し

てください。 

 

 

 

回答７ 

 Ａ氏とＢ氏が共同でその漁業を営む場合は、Ａ氏とＢ氏の共同経営とし、代表

者選定届（様式 38）を添付し、代表者を申請者として申請してください。 

Ａ氏とＢ氏が同じ漁船を用いて別個に営む場合は、漁船所有者からの漁船使用

承諾書（様式 50）を添付の上、それぞれが申請者となり申請してください（漁船
登録票の使用者欄にＡＢ両氏の氏名が記載されている必要はありません）。 

なお、対人漁業は、乗り子のみでの操業はできません。 

【 質問５ 】 

令和２年 12 月１日より、刺網漁業等が対人許可から対船許可になったが、従来ど

おり複数の船を使用することは可能か？ 

【 質問６ 】 

対船漁業でＡ氏とＢ氏が同じ船を使用する場合、申請はどのようにしたらよいか？ 

【 質問７ 】 

対人漁業でＡ氏とＢ氏が同じ船を使用する場合、申請はどのようにしたらよいか？ 
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回答８ 

 なれません。潜水器漁業は対人漁業であるため、潜る方は漁業許可を受けてい

る必要があります。許可を受けていない方（乗り子）が船上で監視や操船に従事

することは可能です。 

 また、各人の許可証に記載されている使用船舶が同じであれば、１隻に複数の

潜り手がいても構いません。 

 

【 質問８ 】 

潜水器漁業の許可を受けている船舶の乗り子は、潜り手となれるのか。 
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表１ 漁船事務手続きに必要な書類一覧  （△は必要な場合は添付） 

 
申請書類  新規登録  

No 
 

添付書類 
 

建 

 

 

造 

改 

 

 

造 

売 

 

 

買 

譲 

 

 

渡 

相 

 

 

続 

他
県
よ
り
転
入 

船
舶
よ
り
転
用 

 

① 申請書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

② 所属漁協副申書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

③ 申請者（所有者）の住民票 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

④ 造船（改造）契約（予約）証 ○ ○       

⑤ 推進機関製造（販売）契約（予約）証 ○ △       

⑥ 推進機関経歴書  △     ○  

⑦ 認定通知書 5t以上 △ △     △  

⑧ 許可指令書（写） 20t未満 △ △     △  

⑨ 総トン数に関する証明書 ○ △     △  

⑩ 譲渡書   ○ ○ △ ○ △  

⑪ 相続同意書     ○    

⑫ 全部事項証明書、改製原戸籍     ○    

⑬ 印鑑登録証明書 △ △ ○ 
売主 

○ 
譲渡人 

○ 
相続人 

○ 
譲渡人 

△ 
売主 

 

⑭ 他府県の抹消謄本      ○   

⑮ 全部事項証明書       ○  

⑯ 船舶検査手帳（写）       ○  

⑰ 使用者の住民票 △ △ △ △ △ △ △  

⑱ 漁船使用承諾書 △ △ △ △ △ △ △  

⑲ 無線局事項書及び工事設計書 △ △ △ △ △ △ △  

⑳ 漁船登録票返納届  ○ ○ ○ ○    

㉑ 旧漁船登録票（写）※A4コピー  ○ ○ ○ ○    

㉒ 漁船登録票紛失届  △ △ △ △    
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 変更登録 

再

交

付 

抹 
 
消 

備  考 

 

住

所 

船

名 

機

関

換

装 

無

線

設

置

／

撤

去 

使

用

者 

漁
業
種
類 

船
体
改
造 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

           

 ○         
３ヶ月以内、個人番号が記載されてい
ないもの 

       ○    

   ○       販売店から購入の場合 

   ○       友人等から譲り受けた場合 

       △    

       △    

       △    

          譲渡人の実印押印 

          相続人本人も記名 

          
故人の除籍、相続人全員の氏名が記載
されているもの 

   
  

   △     相続の場合は相続放棄人全員 

           

           

   
  

         

     ○     
３ヶ月以内、個人番号が記載されてい
ないもの 

     ○      

    ○       

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  

 △ △ △ △ △ △ △ ○ △ 紛失の場合に作成 
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表２ 漁業許可事務手続きに必要な書類一覧 

 
申請区分  

新  

規 

継

続 

承

継 

相

続 

内

容

変

更

許

可 

書

換

え 

再
交
付 

 
 
 
起
業
認
可 

し
ら
す
う
な
ぎ
特
別
採
捕 

 

No 
 

提出書類 
 

① 申請書(相続の場合は届出) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

② 申請者、共同経営者の住民票 ○ ○ ○ ○  △  ○ ○  

③ 申請理由書        ○   

④ 漁業経歴書（審査基準確認書） ○          

⑤ 乗組員調書 △ △ △ △       

⑥ 操業実績表  △         

⑦ 使用漁具図 ○  ○ ○    ○   

⑧ 代表者選定届 △ △ △ △  △  △   

⑨ 承継承諾書   △        

⑩ 所属漁協副申書 ○ ○ ○ ○ 〇 ○  ○ ○  

⑪ 譲渡書   ○        

⑫ 旧許可所有者の印鑑登録証明書   ○        

⑬ 旧許可証（写）※A4コピー  〇 ○ ○  ○     

⑭ 相続同意書    ○       

⑮ 印鑑登録証明書   ○ 
譲渡人 

○ 
相続人 

     
 

⑯ 全部事項証明書・改製原戸籍    ○       

⑰ 紛失届  △ △ △  △ ○    

※乗組員調書は、許可受者以外に乗船予定がある場合のみ提出。 
※操業実績報告書は、漁獲成績報告書の提出が滞っている場合のみ提出。 
※承継承諾書は、共同経営者の追加又は変更がある場合のみ提出。その場合、旧

共同経営者全員の実印の押印と印鑑登録証明書の提出が必要です。 

△は必要な場合添付 

備

考 
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添付書類の確認項目と注意事項 

書類の名称 確認する項目 

1 
住民票 

（３ヶ月以内） 

・氏名や現住所、生年月日を確認します。 

・交付日から３ヶ月以内のもの、個人番号が記載されていないもの
を使用してください。 

・同時に複数の申請をするときは、写しを添付してください（取り
寄せは１通でよい）。 

2 推進機関経歴書 
・機関の型番、機関番号を確認します。 

・組合で作成してください。 

3 
全部事項証明
書と改製原戸
籍 

・本人が亡くなったという事実と相続人全員の氏名を確認します。 

・戸籍事務が電算化された市町では、改正前の手書きの戸籍謄本は
「改製原戸籍」、改正後の新しい戸籍謄本は「全部事項証明書」と
いう名称に変わりました。 
新しい「全部事項証明書」には、婚姻や死亡などで電算化前に除
籍された人は記載されません。 
従って、亡くなった方がこのような市町にお住まいの場合は、市
役所等で以下の２つの書類の発行を受けてください。 
ご不明な場合は、市役所等の窓口で「本人の死亡の事実と相続人
全員の氏名の両方が分かるものが必要」であるとお伝えください。 

①全部事項証明書（戸籍謄本）…本人が亡くなったという事実を
確認するため 

②改製原戸籍…相続人全員の氏名を確認するため 
 

4 相続同意書 

・３に記された相続人の全てが相続放棄に同意しているかどうか。 

・印鑑登録証明書 

・申請者が作成 

※未成年者がいる場合は、p.35の回答５を参照 

5 
無線局事項書及
び工事設計書 

・氏名 

・出力、空中線電力 

・無線業者で作成 

6 相続 

・配偶者がある場合に、被相続人に子がいれば、被相続人の配偶者
と第１順位である子又はその代襲相続人（孫・ひ孫）が相続人と
なります。 

・子も、その代襲相続人である孫・ひ孫もいない場合、被相続人の
配偶者と第２順位である直系尊属（父母・祖父母）が相続人とな
ります。 

・そして、子も直系尊属もいない場合、被相続人の配偶者と第３順
位である兄弟姉妹又はその代襲相続人（甥・姪）が相続人になり
ます。 

7 押印の省略 

・押印（認印）は省略できます（令和３年４月１日以降）。 

但し、委任に係る事項については省略できません。 

・譲渡や承継に係る実印は省略できません。 

かいせいげんこせき 
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大阪府咲洲庁舎周辺地図 

 

 
 
 
 
 

〒５５９－８５５５ 
大阪市住之江区南港北１－１４－１６（大阪府咲洲庁舎２２階） 
大阪府環境農林水産部水産課 指導・調整グループ 
電話  ０６－６２１０－９６１３ 
ＦＡＸ ０６－６２１０－９６１１ 

水産課はここです 
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《 漁船登録 》 

様式 1 動力漁船登録申請書  ···································  49 
様式 2 無動力漁船登録申請書   ···································  53 
様式 3 漁船変更登録申請書   ···································  55 
様式 4 推進機関変更届   ···································  60 
様式 5 動力漁船登録について（副申）  ·····································  61 
様式 6 推進機関製造（販売）契約（予約）証  ·····························  62 
様式 7 推進機関経歴書  ·····································  63 
様式 8(1)漁船譲渡書（漁船のみ）  ·····································  64 
様式 8(2)漁船譲渡書（漁船及び知事許可漁業） ································  65 
様式 8(3)未成年者の譲渡（譲受）に関する同意書  ··························  66 
様式 9(1)相続に関する同意書（漁船のみ）  ·····································  67 
様式 9(2)相続に関する同意書（漁船及び知事許可漁業） ····················  68 
様式 10 船舶所有の申し立て書  ·····································  69 
様式 11(1)漁船使用承諾書（漁船のみ）  ·····································  70 
様式 11(2)漁船使用承諾書（漁船及び知事許可漁業） ························  71 
様式 12 漁船登録票返納届   ···································  72 
様式 13 漁船登録票紛失届   ···································  73 
様式 14 漁船登録票再交付申請書   ···································  74 
様式 15 漁船登録原簿謄本交付請求書   ···································  76 
様式 16 漁船登録票検認申請書   ···································  78 
様式 17 検認申請について（副申）   ···································  80 
様式 18 小型漁船総トン数測度申請書  ···································  81 
様式 19 漁船建造許可申請書  ···································  87 
様式 20 漁船改造許可申請書  ···································  88 
様式 21 漁船転用許可申請書  ···································  89 

７ ８ 11 申請書及び関係書類様式 
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様式 22 漁船建造（改造・転用）計画変更許可申請書  ····················  90 
様式 23 漁船変更報告書  ···································  91 
様式 24 漁船認定申請書  ···································  92 
様式 25 造船契約（予約）証  ·····································  93 
様式 26 事業計画書  ·····································  94 
様式 27 旧船の処分又は使途説明書  ·····································  95 
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申請書記入要領（共通） 

 
１．推進機関の種類 
 ① ジーゼル機関は「ジーゼル」、 

電気点火機関は「電気点火」と記入してください。 

 
２．無線電波の型式及び空中線電力 
無線局免許状に記載されている電波の型式及び 
空中線電力を記入してください。  （小型漁船の場合、必ず「A3E 1W」）。 

 
３．船質 
鋼船は「鋼」、木船は「木」、FRP船は「FRP」、木鉄交造船は「木鉄」、
軽合金船は「軽合金」と記入してください。 

 
４．その他 
 選択する場合は、該当しない方を二重線で消すか、又は当てはまる方を

○で囲んでください。 
（例） ４８ 馬力・ｋW 又は ４８ 馬力・ｋW  
    建（改・転）第 18－1号 又は 建（改・転）第 18－1号 

 


